
雑費（茶菓子代）・その他の費用の貼付紙

委員会名　　　　　　　　　　　　　　　

領収書の取り扱いについて（様式８）

１．貼付紙（様式８）の左から３ｃｍ位のところから、領収書の科目ごとに日付の古い順に金額が見えるように貼ってください。
２．2023年10月1日からインボイス制度が導入されました。登録番号が記載されている領収書を受け取って下さい。レシートでは精算できません。
　
　３．宛名は「沖縄県看護協会」と記入して下さい。
４．領収書の金額の訂正は無効です。
感熱紙タイプの領収書は字が薄くなったり消えかかったりしますので、領収書の保管には十分気をつけて下さい。領収書のコピーを取りその横に原本を貼りつけていただくことをお勧めします。
５．購入店舗の印鑑が無い領収証も無効となりますので注意してください。
　６．「会計報告書（様式５）」と一緒に提出して下さい。
様式８











